
 

有料老人ホーム設置に係る事務手続きの流れ 

 

市高齢者支援課 設置予定者 市関係部署 備考 

 

 

   

【建設予定地に関す

る報告書】 

市関係部署と事前協

議前の相談後，設置

予定者が作成し，事

前協議書添付書類８

の資料として添付し

てください。 

 

 

 

【事前協議に係る標

準処理期間】 

適正な事前協議書及

び添付書類を受付け

た時は２か月間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護付有料老人ホ

ームの場合，特定施

設入居者生活介護の

指定申請を，指定を

受ける月の前々月の

末日までに行うこ

と。 

 

事前協議前の相談 計画構想段階 

事前協議書 

市場分析 

市場調査 

受付 

事前協議終了書 受領 

建築確認申請 

設置届 

建築確認 

入居者募集 

着工 

受領 

受付 

受理 

竣工 

事業開始届 

事前協議 

事前協議前の相談

建設予定地に 
関する報告書 

受理書 


